
独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律

科学研究費補助金の複数年度にわたる使用を可能にするため、
日本学術振興会（振興会）に基金を創設する。

（参考）科学研究費補助金
人文・社会科学から自然科学までの全ての分野にわたり研究者の自由な発想に基づく優

れた研究を助成する競争的資金であり、平成２２年度は６万件以上の研究課題を支援
（平成２３年度予算：２,６３３億円（うち基金分８５３億円・新規採択の約８割が対象））

【研究助成改善のイメージ】

○ 施行期日：公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日

※政令において、平成２３年４月２８日と規定

多くの研究者からの要望

「年度にとらわれずに研究の進展に合わせて研究費を使用することができる制度の実現」

研究者は、複数年にわたる研究期間内の必要な時期に研究費を使用することが可能となり、
与えられた研究費を最も効果的に用いて研究を行うことができる。

国から振興会に複数年度分の資金を一括して補助することができるよう、振興会に基金を創設

研究の進展に応じて変化する研究計画に対応し、振興会は、適時、必要な研究費を研究者に交付

「予算の使い切り」がなく
なるなど、予算のより効
果的・効率的な活用

従来と比べ、
研究者はより研究に
専念することができる

１２０万円８０万円７０万円１３０万円実際に必要となった研究費

１００万円１００万円１００万円１００万円予定額

４年目３年目２年目1年目

繰越しに関する
手続不要

前倒し請求
が可能

３０万円 ２０万円

背景

法改正による措置

法律の概要

法改正により実現可能となる事項

研究の進展に合わせた
研究費の柔軟な執行によ
る、研究活動の活性化

※基金の業務については透明性を確保するため、毎年度、国会報告を行う。
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一

提

案

理

由



独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
提
案
理
由
説
明

文

部

科

学

大

臣

こ
の
た
び
、
政
府
か
ら
提
出
い
た
し
ま
し
た
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、

そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

科
学
研
究
費
補
助
金
は
、
全
国
の
大
学
等
の
研
究
機
関
に
所
属
す
る
研
究
者
に
よ
る
、
幅
広
い
分
野
の
学
術
研
究
に
対
し
て

助
成
を
行
う
研
究
助
成
制
度
で
あ
り
、
そ
の
配
分
業
務
の
多
く
を
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
が
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

科
学
研
究
費
補
助
金
は
、
現
行
制
度
上
は
単
年
度
ご
と
に
助
成
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
学
術
研
究
は
、
そ
の

性
質
上
、
事
前
に
定
め
た
研
究
計
画
の
と
お
り
に
遂
行
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
研
究
の
進
展
に
合
わ
せ
て
研
究
費

を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
の
実
現
が
強
く
要
望
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
二
十
一
年
に
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術

振
興
会
に
基
金
を
創
設
す
る
際
に
は
、
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
会
及
び
参
議
院
文
教
科
学
委
員
会
の
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学

術
振
興
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
に
お
い
て
も
、
科
学
研
究
費
補
助
金
等
に
関
し
、
「
基
金
の

活
用
等
、
年
度
を
ま
た
ぐ
柔
軟
か
つ
機
動
的
な
支
出
を
可
能
に
で
き
る
よ
う
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
抜
本
的
見
直
し
を
行
う

こ
と
。
」
と
全
会
一
致
で
決
議
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。



こ
の
た
め
、
こ
の
法
律
案
は
、
複
数
年
度
に
わ
た
る
研
究
費
の
使
用
が
可
能
に
な
る
よ
う
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術

振
興
会
に
、
学
術
研
究
の
助
成
に
関
す
る
業
務
等
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
基
金
を
設
け
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
は
、
学
術
の
研
究
に
関
し
必
要
な
助
成
を
行
う
業
務
の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
が

財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
等
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
学
術
研
究
助
成
基
金
を
設
け
る
も
の
と
し
、
政
府
は

毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
に
対
し
、
当
該
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二
に
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
は
、
学
術
研
究
助
成
基
金
を
財
源
と
し
て
実
施
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
特
別
の

勘
定
を
設
け
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
三
に
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
は
、
毎
事
業
年
度
、
学
術
研
究
助
成
基
金
を
財
源
と
し
て
実
施
す
る
業
務
に

関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
文
部
科
学
大
臣
は
当
該
報
告
書
を
国
会
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。



こ
の
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
十
分
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。



二

法

律

案

要

綱



独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
準
用

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
（
以
下
「
振
興
会
」
と
い
う
。
）
が
第
三
に
規
定
す
る
学
術
研
究
助
成
業
務
と
し
て
支
給

す
る
資
金
に
つ
い
て
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
第
二
項
関
係
）

第
二

学
術
研
究
助
成
基
金

一

振
興
会
は
、
学
術
研
究
の
助
成
に
係
る
業
務
の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
及
び
こ
れ

に
附
帯
す
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
学
術
研
究
助
成
基
金
を
設
け
、
四
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補

助
金
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
第
一
項
関
係
）

二

学
術
研
究
助
成
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の
他
の
収
入
金
は
、
学
術
研
究
助
成
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
十
八
条
第
二
項
関
係
）

三

学
術
研
究
助
成
基
金
の
運
用
に
つ
い
て
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
四
十
七
条
等
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
と
す
る
こ

と
。

（
第
十
八
条
第
三
項
関
係
）



四

政
府
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
振
興
会
に
対
し
、
学
術
研
究
助
成
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
第
四
項
関
係
）

第
三

区
分
経
理

振
興
会
は
、
第
二
の
一
に
規
定
す
る
業
務
（
学
術
研
究
助
成
基
金
を
こ
れ
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
も
の
に
限
る
。
第
四

の
一
に
お
い
て
「
学
術
研
究
助
成
業
務
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
関
係
）

第
四

国
会
へ
の
報
告
等

一

振
興
会
は
、
毎
事
業
年
度
、
学
術
研
究
助
成
業
務
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後
六
月
以
内

に
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
第
一
項
関
係
）

二

文
部
科
学
大
臣
は
、
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
意
見
を
付
け
て
、
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
第
二
項
関
係
）

第
五

過
料

第
二
の
三
の
規
定
に
違
反
し
て
学
術
研
究
助
成
基
金
を
運
用
し
た
振
興
会
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る



こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
関
係
）

第
六

そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。



三

法

律

案

・

理

由



 

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る 

法
律
案 



一
頁

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
二
十
条
」
に
、
「
第
十
九
条
―
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
―
第
二
十
三
条
」
に
、
「

第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
・
第
二
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

２

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
（
罰
則
を
含
む
。
）
は
、
第
十
九
条
に
規
定
す
る
学
術

研
究
助
成
業
務
と
し
て
振
興
会
が
支
給
す
る
資
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
（
第
二
条
第
七
項
を

除
く
。
）
中
「
各
省
各
庁
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
の
理
事
長
」
と
、
同
法
第
二
条
第
一
項

（
第
二
号
を
除
く
。
）
及
び
第
四
項
第
一
号
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条
並
び
に
第

三
十
三
条
中
「
国
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
」
と
、
同
法
第
十
四
条
中
「
国
の
会
計
年
度
」
と
あ

る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
の
事
業
年
度
」
と
、
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
各
省
各
庁
の
機
関
」
と
あ

る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
の
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



二
頁

第
二
十
三
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
学
術
研
究
助
成
基
金
を
運
用
し
た
と

き
。

第
二
十
二
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
五
章
中
第
二
十
一
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
条
を
削
り
、
第
十
九
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
国
会
へ
の
報
告
等
）

第
二
十
一
条

振
興
会
は
、
毎
事
業
年
度
、
学
術
研
究
助
成
業
務
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後
六

月
以
内
に
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
意
見
を
付
け
て
、
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
章
中
第
十
八
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。



三
頁

（
学
術
研
究
助
成
基
金
）

第
十
八
条

振
興
会
は
、
第
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
及

び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
学
術
研
究
助
成
基
金
を
設
け
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を

受
け
た
補
助
金
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

２

学
術
研
究
助
成
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の
他
の
収
入
金
は
、
学
術
研
究
助
成
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

３

通
則
法
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
学
術
研
究
助
成
基
金
の
運
用
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
七
条
第
三
号
中
「
金
銭
信
託
」
と
あ
る
の
は
、
「
金
銭
信
託
で

元
本
補
塡
の
契
約
が
あ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

政
府
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
振
興
会
に
対
し
、
学
術
研
究
助
成
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
区
分
経
理
）

第
十
九
条

振
興
会
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
学
術
研
究
助
成
基
金
を
こ
れ
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
も
の
に
限

る
。
第
二
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
学
術
研
究
助
成
業
務
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経
理
し



四
頁

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
二
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
先
端
研
究
助
成
基
金
等
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。



五
頁

理

由

学
術
の
振
興
を
図
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
に
、
学
術
研
究
の
助
成
に
関
す
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充

て
る
た
め
の
基
金
を
設
け
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。



四

新

旧

対

照

表
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独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
八
条
―
第
十
二
条
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
八
条
―
第
十
二
条
）

第
三
章

評
議
員
会
（
第
十
三
条
・
第
十
四
条
）

第
三
章

評
議
員
会
（
第
十
三
条
・
第
十
四
条
）

第
四
章

業
務
等
（
第
十
五
条
―
第
二
十
条
）

第
四
章

業
務
等
（
第
十
五
条
―
第
十
八
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
三
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
十
九
条
―
第
二
十
一
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
二
十
四
条
・
第
二
十
五
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
）

附
則

附
則

（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
準
用

（
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
取
消
し
及
び
返
還
等
）

）
第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定

（
新
設
）

（
罰
則
を
含
む
。
）
は
、
第
十
九
条
に
規
定
す
る
学
術
研
究
助
成
業

務
と
し
て
振
興
会
が
支
給
す
る
資
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
法
（
第
二
条
第
七
項
を
除
く
。
）
中
「
各
省
各
庁

の
長
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
の
理
事
長
」

と
、
同
法
第
二
条
第
一
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
及
び
第
四
項
第
一

号
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四

条
並
び
に
第
三
十
三
条
中
「
国
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
日

本
学
術
振
興
会
」
と
、
同
法
第
十
四
条
中
「
国
の
会
計
年
度
」
と
あ

る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
の
事
業
年
度
」
と
、
同

法
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
各
省
各
庁
の
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
独

立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
の
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
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（
学
術
研
究
助
成
基
金
）

第
十
八
条

振
興
会
は
、
第
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
文

（
新
設
）

部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
及
び
こ
れ
に
附

帯
す
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
学
術
研
究
助
成
基
金

を
設
け
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助
金
を
も
っ
て

こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

２

学
術
研
究
助
成
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の
他
の
収

入
金
は
、
学
術
研
究
助
成
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

３

通
則
法
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
は
、
学
術
研
究
助
成
基
金
の
運
用
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
七
条
第
三
号
中
「
金

銭
信
託
」
と
あ
る
の
は
、
「
金
銭
信
託
で
元
本
補
塡
の
契
約
が
あ
る

も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

政
府
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
振
興
会
に
対
し
、

学
術
研
究
助
成
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
区
分
経
理
）

第
十
九
条

振
興
会
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
学
術
研
究

（
新
設
）

助
成
基
金
を
こ
れ
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
も
の
に
限
る
。
第
二
十

一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
学
術
研
究
助
成
業
務
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

第
五
章

雑
則

第
五
章

雑
則

（
国
会
へ
の
報
告
等
）

第
二
十
一
条

振
興
会
は
、
毎
事
業
年
度
、
学
術
研
究
助
成
業
務
に
関

（
新
設
）

す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後
六
月
以
内
に
文

部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
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こ
れ
に
意
見
を
付
け
て
、
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

（
削
除
）

第
二
十
条

削
除

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
六
章

罰
則

第
六
章

罰
則

第
二
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

第
二
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

違
反
行
為
を
し
た
振
興
会
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処

違
反
行
為
を
し
た
振
興
会
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処

す
る
。

す
る
。

一

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
又
は
承
認
を

一

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
又
は
承
認
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
可
又
は
承
認

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
可
又
は
承
認

を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

二

第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

二

第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

三

第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
第
四
十
七
条
の

（
新
設
）

規
定
に
違
反
し
て
学
術
研
究
助
成
基
金
を
運
用
し
た
と
き
。

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

附

則

附

則

（
先
端
研
究
助
成
基
金
等
）

（
基
金
）

第
二
条
の
二

振
興
会
は
、
将
来
に
お
け
る
我
が
国
の
経
済
社
会
の
発

第
二
条
の
二

振
興
会
は
、
将
来
に
お
け
る
我
が
国
の
経
済
社
会
の
発

展
の
基
盤
と
な
る
先
端
的
な
研
究
及
び
有
為
な
研
究
者
の
海
外
へ
の

展
の
基
盤
と
な
る
先
端
的
な
研
究
及
び
有
為
な
研
究
者
の
海
外
へ
の

派
遣
を
集
中
的
に
推
進
す
る
た
め
、
平
成
二
十
一
年
度
の
一
般
会
計

派
遣
を
集
中
的
に
推
進
す
る
た
め
、
平
成
二
十
一
年
度
の
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
補
助
金
に
よ
り
、
平
成

補
正
予
算
（
第
１
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
補
助
金
に
よ
り
、
平
成

二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
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る
基
金
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

る
基
金
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）



五

参

照

条

文



独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参
照
条
文

目
次

一

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

１

二

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

２

三

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

９
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独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参
照
条
文

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
（
抄
）

（
振
興
会
の
目
的
）

第
三
条

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
（
以
下
「
振
興
会
」
と
い
う
。
）
は
、
学
術
研
究
の
助
成
、
研
究
者
の
養
成
の
た
め
の
資
金
の
支
給
、
学
術
に
関
す
る
国
際
交
流

の
促
進
、
学
術
の
応
用
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
学
術
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
五
条

振
興
会
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

学
術
の
研
究
に
関
し
、
必
要
な
助
成
を
行
う
こ
と
。

二

（
略
）

三

海
外
へ
の
研
究
者
の
派
遣
、
外
国
人
研
究
者
の
受
入
れ
そ
の
他
学
術
に
関
す
る
国
際
交
流
を
促
進
す
る
た
め
の
業
務
を
行
う
こ
と
。

四
～
九

（
略
）

（
補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
取
消
し
及
び
返
還
等
）

第
十
七
条

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
の
二
ま
で
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
第
十
五
条
第
一
号
の
業
務
と
し
て

、
振
興
会
が
、
予
算
で
定
め
る
国
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
交
付
す
る
補
助
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
条
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
第
三
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
二
並
び
に
第
二
十
四
条
の

二
中
「
各
省
各
庁
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
の
理
事
長
」
と
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
国
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法

人
日
本
学
術
振
興
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
積
立
金
の
処
分
）

第
十
八
条

振
興
会
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の

後
の
事
業

年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金

額
の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
（

同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
十
五
条
に
規
定

す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
文
部
科
学
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
財

務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

振
興
会
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
金
額
を
控
除
し
て
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の

額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
納
付
金
の
納
付
の
手
続
そ
の
他
積
立
金
の
処
分
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
主
務
大
臣
等
）

第
十
九
条

振
興
会
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
大
臣
、
主
務
省
及
び
主
務
省
令
は
、
そ
れ
ぞ
れ
文
部
科
学
大
臣
、
文
部
科
学
省
及
び
文
部
科
学
省
令
と
す
る
。

（
国
家
公
務
員
宿
舎
法
の
適
用
除
外
）

第
二
十
一
条

国
家
公
務
員
宿
舎
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
十
七
号
）
の
規
定
は
、
振
興
会
の
役
員
及
び
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

第
二
十
三
条

第
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

附

則

（
基
金
）

第
二
条
の
二

振
興
会
は
、
将
来
に
お
け
る
我
が
国
の
経
済
社
会
の
発
展
の
基
盤
と
な
る
先
端
的
な
研
究
及
び
有
為
な
研
究
者
の
海
外
へ
の
派
遣
を
集
中
的
に
推
進
す
る
た
め

、
平
成
二
十
一
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
補
助
金
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
金
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

一

第
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
先
端
的
な
研
究
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
振
興
の
た
め
の
助
成
に
係
る
も
の
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

先
端
研
究
助
成

基
金

二

第
十
五
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
有
為
な
研
究
者
の
海
外
へ
の
派
遣
に
係
る
も
の
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

研
究
者
海
外
派
遣
基
金

２

先
端
研
究
助
成
基
金
又
は
研
究
者
海
外
派
遣
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の
他
の
収
入
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

３

通
則
法
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
先
端
研
究
助
成
基
金
及
び
研
究
者
海
外
派
遣
基
金
の
運
用
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
七
条
第
三
号
中
「
金
銭
信
託
」
と
あ
る
の
は
、
「
金
銭
信
託
で
元
本
補
て
ん
の
契
約
が
あ
る
も
の
」
と
す
る
。

４

振
興
会
は
、
先
端
研
究
助
成
基
金
及
び
研
究
者
海
外
派
遣
基
金
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
基
金
に
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
補
助
金
等
」
と
は
、
国
が
国
以
外
の
者
に
対
し
て
交
付
す
る
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

（
略
）

二

負
担
金
（
国
際
条
約
に
基
く
分
担
金
を
除
く
。
）
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三

（
略
）

四

（
略
）

２

（
略
）

３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
間
接
補
助
金
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

国
以
外
の
者
が
相
当
の
反
対
給
付
を
受
け
な
い
で
交
付
す
る
給
付
金
で
、
補
助
金
等
を
直
接
又
は
間
接
に
そ
の
財
源
の
全
部
又
は
一
部
と
し
、
か
つ
、
当
該
補
助
金
等

の
交
付
の
目
的
に
従
つ
て
交
付
す
る
も
の

二

（
略
）

５

（
略
）

６

（
略
）

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
各
省
各
庁
」
と
は
、
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
を
い
い
、
「
各
省
各
庁
の
長
」
と
は
、

同
法
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。

（
関
係
者
の
責
務
）

第
三
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
そ
の
所
掌
の
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
に
当
つ
て
は
、
補
助
金
等
が
国
民
か
ら
徴
収
さ
れ
た
税
金
そ
の
他
の
貴
重
な
財
源
で
ま
か
な
わ
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
特
に
留
意
し
、
補
助
金
等
が
法
令
及
び
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
公
正
か
つ
効
率
的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
）

第
五
条

補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
（
契
約
の
申
込
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
補
助
事
業
等
の
目
的
及
び
内
容
、

補
助
事
業
等
に
要
す
る
経
費
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
各
省
各
庁
の
長
が
定
め
る
書
類
を
添
え
、
各
省
各
庁
の
長
に
対
し
そ
の
定
め
る
時
期
ま
で
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
）

第
六
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
書
類
等
の
審
査
及
び
必
要
に
応
じ
て
行
う
現
地
調
査
等
に
よ
り
、
当
該
申
請

に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
が
法
令
及
び
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
違
反
し
な
い
か
ど
う
か
、
補
助
事
業
等
の
目
的
及
び
内
容
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か
、
金
額
の
算
定
に
誤

が
な
い
か
ど
う
か
等
を
調
査
し
、
補
助
金
等
を
交
付
す
べ
き
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
（
契
約
の
承
諾
の
決
定
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
が
到
達
し
て
か
ら
当
該
申
請
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
を
す
る
ま
で
に
通
常
要
す
べ
き
標
準
的
な
期
間
（
法
令
に

よ
り
当
該
各
省
各
庁
の
長
と
異
な
る
機
関
が
当
該
申
請
の
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
併
せ
て
、
当
該
申
請
が
当
該
提
出
先
と
さ
れ
て
い
る
機
関
の
事
務
所
に
到
達
し
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て
か
ら
当
該
各
省
各
庁
の
長
に
到
達
す
る
ま
で
に
通
常
要
す
べ
き
標
準
的
な
期
間
）
を
定
め
、
か
つ
、
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
適
正
な
交
付
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
に
係
る
事
項
に
つ
き
修
正
を
加
え
て
補
助

金
等
の
交
付
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

（
補
助
金
等
の
交
付
の
条
件
）

第
七
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
令
及
び
予
算
で
定
め
る
補
助
金
等
の
交
付
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
条
件
を
附
す
る
も
の
と
す
る
。

一

補
助
事
業
等
に
要
す
る
経
費
の
配
分
の
変
更
（
各
省
各
庁
の
長
の
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
各
省
各
庁
の
長
の
承
認
を
受
け
る
べ

き
こ
と
。

二

（
略
）

三

補
助
事
業
等
の
内
容
の
変
更
（
各
省
各
庁
の
長
の
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
各
省
各
庁
の
長
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
こ
と
。

四

補
助
事
業
等
を
中
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
各
省
各
庁
の
長
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
こ
と
。

五

補
助
事
業
等
が
予
定
の
期
間
内
に
完
了
し
な
い
場
合
又
は
補
助
事
業
等
の
遂
行
が
困
難
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
す
み
や
か
に
各
省
各
庁
の
長
に
報
告
し
て
そ
の

指
示
を
受
け
る
べ
き
こ
と
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
事
業
等
の
完
了
に
よ
り
当
該
補
助
事
業
者
等
に
相
当
の
収
益
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
補
助
金
等
の
交
付
の
目
的
に

反
し
な
い
場
合
に
限
り
、
そ
の
交
付
し
た
補
助
金
等
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
金
額
を
国
に
納
付
す
べ
き
旨
の
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
条
件
の
ほ
か
、
各
省
各
庁
の
長
が
法
令
及
び
予
算
で
定
め
る
補
助
金
等
の
交
付
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
な
条
件
を

附
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

４

（
略
）

（
決
定
の
通
知
）

第
八
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
そ
の
決
定
の
内
容
及
び
こ
れ
に
条
件
を
附
し
た
場
合
に
は
そ
の
条
件
を
補
助
金
等
の

交
付
の
申
請
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
請
の
取
下
げ
）

第
九
条

補
助
金
等
の
交
付
の
申
請
を
し
た
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
領
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
通
知
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
内
容
又
は
こ
れ

に
附
さ
れ
た
条
件
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
各
省
各
庁
の
長
の
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
申
請
の
取
下
げ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

（
事
情
変
更
に
よ
る
決
定
の
取
消
等
）
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第
十
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
の
事
情
の
変
更
に
よ
り
特
別
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
決

定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
決
定
の
内
容
若
し
く
は
こ
れ
に
附
し
た
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
補
助
事
業
等
の
う
ち
す
で
に
経

過
し
た
期
間
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

各
省
各
庁
の
長
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
天
災
地
変
そ
の
他
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
後
生
じ
た
事
情
の

変
更
に
よ
り
補
助
事
業
等
の
全
部
又
は
一
部
を
継
続
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
特
に
必
要
な
場
合
に
限
る
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
取
消
に
よ
り
特
別
に
必
要
と
な
つ
た
事
務
又
は
事
業
に
対
し
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
補
助
金
等
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

（
補
助
事
業
等
及
び
間
接
補
助
事
業
等
の
遂
行
）

第
十
一
条

補
助
事
業
者
等
は
、
法
令
の
定
並
び
に
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
内
容
及
び
こ
れ
に
附
し
た
条
件
そ
の
他
法
令
に
基
く
各
省
各
庁
の
長
の
処
分
に
従
い
、
善
良

な
管
理
者
の
注
意
を
も
つ
て
補
助
事
業
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
や
し
く
も
補
助
金
等
の
他
の
用
途
へ
の
使
用
（
利
子
補
給
金
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
交
付
の
目
的
と

な
つ
て
い
る
融
資
又
は
利
子
の
軽
減
を
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
補
助
金
等
の
交
付
の
目
的
に
反
し
て
そ
の
交
付
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し

て
は
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
状
況
報
告
）

第
十
二
条

補
助
事
業
者
等
は
、
各
省
各
庁
の
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
補
助
事
業
等
の
遂
行
の
状
況
に
関
し
、
各
省
各
庁
の
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
助
事
業
等
の
遂
行
等
の
命
令
）

第
十
三
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
事
業
者
等
が
提
出
す
る
報
告
等
に
よ
り
、
そ
の
者
の
補
助
事
業
等
が
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
内
容
又
は
こ
れ
に
附
し
た
条
件
に
従

つ
て
遂
行
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
に
従
つ
て
当
該
補
助
事
業
等
を
遂
行
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
事
業
者
等
が
前
項
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
補
助
事
業
等
の
遂
行
の
一
時
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
実
績
報
告
）

第
十
四
条

補
助
事
業
者
等
は
、
各
省
各
庁
の
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
補
助
事
業
等
が
完
了
し
た
と
き
（
補
助
事
業
等
の
廃
止
の
承
認
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。
）
は

、
補
助
事
業
等
の
成
果
を
記
載
し
た
補
助
事
業
等
実
績
報
告
書
に
各
省
各
庁
の
長
の
定
め
る
書
類
を
添
え
て
各
省
各
庁
の
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
補
助
金
等
の

交
付
の
決
定
に
係
る
国
の
会
計
年
度
が
終
了
し
た
場
合
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

（
補
助
金
等
の
額
の
確
定
等
）

第
十
五
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
事
業
等
の
完
了
又
は
廃
止
に
係
る
補
助
事
業
等
の
成
果
の
報
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
報
告
書
等
の
書
類
の
審
査
及
び
必
要
に

応
じ
て
行
う
現
地
調
査
等
に
よ
り
、
そ
の
報
告
に
係
る
補
助
事
業
等
の
成
果
が
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
内
容
及
び
こ
れ
に
附
し
た
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
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う
か
を
調
査
し
、
適
合
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
交
付
す
べ
き
補
助
金
等
の
額
を
確
定
し
、
当
該
補
助
事
業
者
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
是
正
の
た
め
の
措
置
）

第
十
六
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
事
業
等
の
完
了
又
は
廃
止
に
係
る
補
助
事
業
等
の
成
果
の
報
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
報
告
に
係
る
補
助
事
業
等
の
成
果
が

補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
内
容
及
び
こ
れ
に
附
し
た
条
件
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
補
助
事
業
等
に
つ
き
、
こ
れ
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
と
る
べ

き
こ
と
を
当
該
補
助
事
業
者
等
に
対
し
て
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

（
決
定
の
取
消
）

第
十
七
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
事
業
者
等
が
、
補
助
金
等
の
他
の
用
途
へ
の
使
用
を
し
、
そ
の
他
補
助
事
業
等
に
関
し
て
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
内
容
又
は
こ
れ

に
附
し
た
条
件
そ
の
他
法
令
又
は
こ
れ
に
基
く
各
省
各
庁
の
長
の
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
間
接
補
助
事
業
者
等
が
、
間
接
補
助
金
等
の
他
の
用
途
へ
の
使
用
を
し
、
そ
の
他
間
接
補
助
事
業
等
に
関
し
て
法
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
補
助
事

業
者
等
に
対
し
、
当
該
間
接
補
助
金
等
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

４

（
略
）

（
補
助
金
等
の
返
還
）

第
十
八
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
お
い
て
、
補
助
事
業
等
の
当
該
取
消
に
係
る
部
分
に
関
し
、
す
で
に
補
助
金
等
が
交
付
さ

れ
て
い
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
返
還
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
事
業
者
等
に
交
付
す
べ
き
補
助
金
等
の
額
を
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
す
で
に
そ
の
額
を
こ
え
る
補
助
金
等
が
交
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

期
限
を
定
め
て
、
そ
の
返
還
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
一
項
の
返
還
の
命
令
に
係
る
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
取
消
が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
返
還
の
期
限
を
延
長
し
、
又
は
返
還
の
命
令
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
加
算
金
及
び
延
滞
金
）

第
十
九
条

補
助
事
業
者
等
は
、
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
関
し
、
補
助
金
等
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
命
令
に
係
る
補
助
金
等
の
受
領
の
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
補
助
金
等
の
額
（
そ
の
一
部
を
納
付
し
た
場
合
に
お
け

る
そ
の
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
既
納
額
を
控
除
し
た
額
）
に
つ
き
年
十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
加
算
金
を
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

補
助
事
業
者
等
は
、
補
助
金
等
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
を
納
期
日
ま
で
に
納
付
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
期
日
の
翌
日
か
ら
納
付

の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
そ
の
未
納
付
額
に
つ
き
年
十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
延
滞
金
を
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
加
算
金
又
は
延
滞
金
の
全
部
又
は
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一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
他
の
補
助
金
等
の
一
時
停
止
等
）

第
二
十
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
事
業
者
等
が
補
助
金
等
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
、
当
該
補
助
金
等
、
加
算
金
又
は
延
滞
金
の
全
部
又
は
一
部
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
同
種
の
事
務
又
は
事
業
に
つ
い
て
交
付
す
べ
き
補
助
金
等
が
あ
る
と
き
は
、
相
当
の
限
度
に
お
い
て
そ
の
交
付
を
一
時
停
止
し
、
又
は
当
該
補
助

金
等
と
未
納
付
額
と
を
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
徴
収
）

第
二
十
一
条

各
省
各
庁
の
長
が
返
還
を
命
じ
た
補
助
金
等
又
は
こ
れ
に
係
る
加
算
金
若
し
く
は
延
滞
金
は
、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
、
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

（
理
由
の
提
示
）

第
二
十
一
条
の
二

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
取
消
し
、
補
助
事
業
等
の
遂
行
若
し
く
は
一
時
停
止
の
命
令
又
は
補
助
事
業
等
の
是
正
の
た
め
の
措
置

の
命
令
を
す
る
と
き
は
、
当
該
補
助
事
業
者
等
に
対
し
て
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
産
の
処
分
の
制
限
）

第
二
十
二
条

補
助
事
業
者
等
は
、
補
助
事
業
等
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
効
用
の
増
加
し
た
政
令
で
定
め
る
財
産
を
、
各
省
各
庁
の
長
の
承
認
を
受
け
な
い
で
、
補
助
金
等
の

交
付
の
目
的
に
反
し
て
使
用
し
、
譲
渡
し
、
交
換
し
、
貸
し
付
け
、
又
は
担
保
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
立
入
検
査
等
）

第
二
十
三
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
を
期
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
補
助
事
業
者
等
若
し
く
は
間
接
補
助
事
業
者
等
に
対
し
て

報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
そ
の
事
務
所
、
事
業
場
等
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

３

（
略
）

（
不
当
干
渉
等
の
防
止
）

第
二
十
四
条

補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
国
又
は
都
道
府
県
の
職
員
は
、
当
該
事
務
を
不
当
に
遅

延
さ
せ
、
又
は
補
助
金
等
の
交
付
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
な
限
度
を
こ
え
て
不
当
に
補
助
事
業
者
等
若
し
く
は
間
接
補
助
事
業
者
等
に
対
し
て
干
渉
し
て
は
な
ら
な

い
。

（
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
）

第
二
十
四
条
の
二

補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
各
省
各
庁
の
長
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。

（
不
服
の
申
出
）
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第
二
十
五
条

補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
、
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
取
消
、
補
助
金
等
の
返
還
の
命
令
そ
の
他
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
各
省
各
庁
の
長
の
処
分
に
対

し
て
不
服
の
あ
る
地
方
公
共
団
体
（
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
に
基
く
港
務
局
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各

省
各
庁
の
長
に
対
し
て
不
服
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
不
服
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
不
服
を
申
し
出
た
者
に
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
た
上
、
必
要
な
措
置
を
と
り
、
そ
の
旨

を
不
服
を
申
し
出
た
者
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

（
事
務
の
実
施
）

第
二
十
六
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
各
省
各
庁
の
機
関
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

３

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
）

第
二
十
六
条
の
三

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
（
申
請
書
、
書
類
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚

に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
し
て
各
省
各
庁
の
長
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作
成
を
も
つ
て
、
当
該
申
請
書
等
の
作
成
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
電
磁
的
記
録
は
、
当
該
申
請
書
等
と
み
な
す
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
出
）

第
二
十
六
条
の
四

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
等
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請
書
等
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
各
省
各
庁
の
長
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

第
三
十
二
条

法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人

、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
三
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
当
該
法
人
又
は
人
に
対
し
各

本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
で
な
い
団
体
を
処
罰
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
訴
訟
行
為
に
つ
き
そ
の
団
体
を
代
表
す
る
ほ
か
、
法
人
を
被
告
人

と
す
る
場
合
の
刑
事
訴
訟
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
十
三
条

前
条
の
規
定
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
は
、
適
用
し
な
い
。
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２

国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
の
違
反
行
為
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
を
し
た
各
省
各
庁
の
長
そ
の
他
の
職
員
又
は
地
方
公

共
団
体
の
長
そ
の
他
の
職
員
に
対
し
、
各
本
条
の
刑
を
科
す
る
。

○
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
（
抄
）

（
余
裕
金
の
運
用
）

第
四
十
七
条

独
立
行
政
法
人
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

国
債
、
地
方
債
、
政
府
保
証
債
（
そ
の
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
に
つ
い
て
政
府
が
保
証
す
る
債
券
を
い
う
。
）
そ
の
他
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
有
価
証
券
の
取

得
二

銀
行
そ
の
他
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
金
融
機
関
へ
の
預
金

三

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を

い
う
。
）
へ
の
金
銭
信
託

（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）

第
六
十
七
条

主
務
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

四

第
四
十
七
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。



 

 

科学研究費補助金の一部基金化に伴う制度運用の概要 

 
 科学研究費補助金は、人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から

応用までのあらゆる「学術研究」（大学等の研究者の自由な発想に基づく研究）を対象とし

て幅広く研究助成を行っています。 
 このたび、研究費の効果的・効率的な使用に資するための抜本的な制度改革として、科

学研究費補助金の一部の研究種目について「基金化」が図られ、複数年度にわたる研究費

の使用が可能になりました。 
新たな基金は、独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」という。）に「学

術研究助成基金」として創設され、科学研究費補助金の「基盤研究（Ｃ）」、「挑戦的萌芽研

究」及び「若手研究（Ｂ）」のうち平成２３年度以降に新たに採択される課題については、

本基金から助成することになりました。 
本基金については、別紙２「学術研究助成基金の運用基本方針」、別紙３「独立行政法人

日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）取扱要領」及び別紙４「科

学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）研究者使用ルール（交付条件）」に基づき運

用していくこととなりますので、研究者及び事務担当者におかれては、別紙２～４を十分

御確認いただいた上で交付申請を行ってください。 
 なお、今回の「基金化」に伴う制度運用の概要を以下に示しますので、併せて御確認く

ださい。 
 
【基金の概要】 

 
１．基金設置の目的 

  日本の会計制度は単年度主義に基づいているため、科学研究費補助金についても、各

研究者の研究計画のうち会計年度ごとに必要な補助金の助成を行っています。 
しかしながら、学術研究は、柔軟な発想や手法で取り組むことにより先駆的で独創的

な成果が得られるものであるため、一定の計画をもって行うものではありつつも、必ず

しも当初の研究計画通りに遂行されるものではありません。したがって、年度ごとの助

成方式になじまないところもあります。 

  このため、研究期間全体を通じた交付決定を行い、年度毎の助成額にとらわれずに研

究の進行状況に応じた研究費の使用ができるよう、日本学術振興会に基金が創設される

こととなりました。 

 

２．基金化対象の研究種目 

  今回基金化対象となったものは、多くの研究者が対象となり、かつ、研究規模が小さ

く事前の計画通りの進行管理が特に困難と認められる「基盤研究（Ｃ）」、「挑戦的萌芽研

究」及び「若手研究（Ｂ）」のうち、平成２３年度以降に新たに採択される課題となりま

す。これらは「学術研究助成基金助成金」により助成されます。 

y-konno
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なお、当該研究種目であっても、平成２２年度以前に採択された継続研究課題につい

ては、従前と変わらず、単年度の助成方式である「科学研究費補助金」として助成され

ます。 
 

３．制度運用の基本的考え方 

  基金化後の運用については、研究費の柔軟な執行を可能としつつ、予算の適正な執行

を確保するため、以下のような措置を講じるとともに、「４．単年度補助金との比較によ

る主な変更点等」に示す措置を講じます。 
 
(1) 交付決定 
  これまでのように毎年度交付申請・交付決定を行うのではなく、研究開始年度に研

究期間全体を通じた交付決定を行います。 
 
(2) 研究費の支払 

研究費については、研究期間全体の交付額を一度に支給することはありません。基

本的に、研究者が支払請求書を提出し、それに基づき支払うことになります。 
なお、下記４．にあるように研究計画の変更にしたがって、年度の途中であっても

支払請求額を追加することが可能です。 
翌年度分の研究費については年度末に必要額の請求を行うこととします。また、継

続課題の研究については、できるだけ年度間の空白が生じないよう、年度当初に研究

費を支給することとします。 
  

(3) 研究費の管理と適正な執行 
現行の科研費と同様、研究者が所属する研究機関が適切に管理を行うこととします。

なお、基金化により、より柔軟な研究費の執行が可能になりますが、ルールを守って

適正に執行いただくことは当然のことです。万一不正使用が行われた場合には、厳正

に対処することとなります。 
  

(4) 実績報告書の提出 
現行では、研究代表者に対し、毎年度、実績報告書の提出を求めていますが、基金

化後においては、研究終了後に研究期間全体を通じた実績報告書の提出を求めます。 
なお、毎年度の研究費の執行状況や研究の進捗状況等を把握するため、毎年度終了

後に「実施状況報告書」の提出を求めます。 
 

４．単年度補助金との比較による主な変更点等 

  基金による助成については、研究期間全体を通じた交付決定を行うことになります。

これにより、助成金の使用に当たっては、 
①研究の進捗状況に合わせた研究費の前倒し使用 
②事前の繰越手続を要しない、次年度における研究費の使用 
③年度をまたぐ物品調達 



 等が可能となります。 
 

また、「研究費の前倒し使用」及び「研究費の次年度使用」の概要については以下のと

おりですが、具体的な手続きや様式等については交付決定時にお知らせします。 
 
 ＜「研究費の前倒し使用」の概要＞ 

 

 
○ 「研究費の前倒し使用」は、研究の進捗等の結果、研究者が年度当たりの研究費予定

額を変更したい場合に行うことができます。 
 
○ 「研究費の前倒し使用」に当たっては、「前倒し支払請求書」を日本学術振興会に提出

することで、研究費の前倒し支払が行われます。ただし、次年度以降の補助事業の遂行
が困難となるような多額の前倒し支払は認められない場合があります。 

 
○ 「前倒し支払請求書」で説明を求める内容は次のとおりです。 

・「理由（状況の説明）」 
・「研究費前倒し所要額」 
・「研究費前倒しに伴う変更後の研究計画」 

 

○ 研究費の前倒しに伴い、研究期間を短縮することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２年目に前倒し支払請求を行い、３年目、４年目の研究費の一部（３０万円）を前倒すケース 
【当初の研究計画】 

 

【研究費前倒しに伴う変更後】 

【参考】研究費の前倒し請求のイメージ 



 
＜「研究費の次年度使用」の概要＞ 

 
 
○ 「研究費の次年度使用」は、実際に使用した研究費が年度当たり研究費予定額を下回

り、未使用分が生じた場合、事前の繰越手続を要することなく、次年度に使用すること
ができます。 

 
○ 「研究費の次年度使用」による研究費移動（例えば、H23 年度使用予定から H24 使用予

定への移動）の状況は、毎年度終了時の状況を報告する「実施状況報告書」に記載する
ことになります。報告の内容は次のとおりです。 

・「理由（残額が生じた状況及び次年度での使用予定）」 
・「次年度に使用する研究費の額」 

なお、前年度の未使用分を次年度にまわした結果、当初計画していた次年度の支払請
求額通りの額が必要でなくなる場合には、次年度の支払請求額についても変更（減額）
することとなります。 

 
○ 研究計画最終年度の翌年度に「次年度使用」を行う場合（研究期間を延長する場合）

には、事前に日本学術振興会の承認を必要とします（延長できる期間は１年に限りま
す。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【研究費の次年度使用に 

 伴う変更後】 

※１年目の未使用額（２０万円）を２年目に使用することに伴い、２年目の予定額を１０万円増やして

１１０万円とし、支払請求額を９０万円に変更し、あわせて３年目の予定額を変更したケース 

【当初の研究計画】 

【参考】研究費の次年度使用のイメージ 
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